
 

令和８年５月 
横浜税関 

 
 
関係各位 

 
令和８年度 機構改正及び事務処理体制の一部変更について 

 
 
平素から税関行政に深いご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 
令和８年７月１日から下記のとおり、機構を改正し、事務処理体制の一部を変更することをお知らせし

ます。 
 

記 
 
１．機構改正 

改正後 

増加機構 増加数 減少機構 減少数 

調査部 特別調査官 
千葉税関支署 統括審査官 
本牧埠頭出張所 統括審査官 

8 
1 
1 

調査部 特別関税調査官 
調査部 統括調査官 
 

7 
1 
 

 
 
２．事務処理体制の変更 

  

部署所名 変更後 変更前 内容 

業 務 部 

統括審査官 
（通関総括第１部門担当） 

統括審査官 
（通関総括第１部門担当） 

○事務の追加 
・申告書等の郵送に関する届出 

統括審査官 
（通関総括第２部門担当） 

統括審査官 
（通関総括第２部門担当） 

○事務の追加 
・減免税、原産地表示、輸入他法令、関税割
当等に関する事務 
 
○他部門へ一部事務の移管 
・申告書等の郵送に関する届出 
・製造たばこ及び塩特定販売業者の登録・届
出に関する事務 
・輸出貨物に関する証明事務 

統括審査官 
（通関総括第３部門担当） 

統括審査官 
（通関総括第３部門担当） 

○事務の追加 
・小口貨物等に関する総括事務 
・製造たばこ及び塩特定販売業者の登録・届
出に関する事務 
 
○他部門へ一部事務の移管 
・減免税、原産地表示、輸入他法令、関税割
当等に関する事務 

統括審査官 
（通関総括第４部門担当） 

統括審査官 
（通関総括第４部門担当） 

○他部門へ一部事務の移管 
・小口貨物等に関する総括事務 

統括審査官 
（輸出総括部門担当） 

統括審査官 
（輸出総括部門担当） 

○事務の追加 
・輸出貨物に関する証明事務 



 

部署所名 変更後 変更前 内容 

千 葉 
税 関 支 署 

統括審査官 
（通関第１部門担当） 

統括審査官 
○通関の総括事務、収納事務、海上貨物の通関 
※品目分担は「３．品目分担一覧表」参照 

統括審査官 
（通関第２部門担当） 

【新設】 
○航空貨物の通関 
※品目分担は「３．品目分担一覧表」参照 

本 牧 埠 頭 
出 張 所 

統括審査官 
（通関第６部門担当） 

【新設】 
○輸出通関 
※統括審査官（通関第５部門担当）との共担制 
品目分担は「３．品目分担一覧表」参照 

統括審査官 
（通関第７部門担当） 

統括審査官 
（通関第６部門担当） 

○部門名称の変更 
※事務内容は現行どおり 
品目分担は「３．品目分担一覧表」参照 



部 部    別    品    目 類

海
上

航
空 入 入 入 入 出

1 動物（生きているもの）及び動物性生産品 １～５ 動物、肉、魚介類、酪農品

2 植物性生産品 ６～１４ 野菜、穀物、採油用の種

3 動植物の油脂、調製食用油、ろう １５ 同  左

１６～１８ 肉、魚又は甲殻類、砂糖菓子

4 調製食料品、飲料、アルコール、たばこ １９～２２ ミルク調製品、各種調製食料品

２３～２４ たばこ

5 鉱物性生産品 ２５～２７ 塩、土石類、鉱石、鉱物油

２８ 無機化学品

２９～３２ 有機化学品、医療用品、肥料

6 化学工業の生産品 ３３～３４ 精油、化粧品類、洗剤

３５～３７ 変性澱粉、火薬類、写真材料

３８ 各種の化学工業生産品

7 プラスチック、ゴム ３９～４０ 同  左

8 皮革、毛皮、動物用装着具、旅行用具 ４１～４３ 同  左

9 木材、コルク、組物材料製品 ４４～４６ 同  左

10 木材パルプ、紙、板紙、及びその製品 ４７～４９ 同  左

５０～６０ 繊維及びその製品

６１～６３ 衣類等

12 はき物、帽子、傘、羽毛製品、造花 ６４～６７ 同  左

13 石、石綿、雲母、陶磁製品、ガラス ６８～７０ 同  左

14 貴石、貴金属、身辺細貨類、貨幣 ７１ 同  左

７２～７６ 鉄鋼、銅、アルミ等及び製品

15 卑金属及びその製品 ７８～８１ 鉛、亜鉛、すず及びその製品

８２～８３ 卑金属製品の工具、道具

８４ 原子炉、ボイラー、機械類

８５ 電気機器、VTR、音声再生機

17 車両、航空機、船舶及び輸送機器 ８６～８９ 同  左

18 光学機器、写真用機器、医療用機器 ９０～９２ 同  左

19 武器、銃砲弾 ９３ 同  左

９４～９５ 同  左

９６ 同  左

21 美術品、収集品及びこっとう ９７ 同  左

－ プラント貨物

以上

16 機械類、電気機器、VTR、音声再生機

20 雑品

通
関
1

通
関
1

通
関
2

３．品目分担一覧表

本　　牧

類　別　品　目

11 紡織用繊維及びその製品

通
関
2

通
関
3

通
関
4

通
関
7

千葉

通
関
5,6

マ
ニ
ュ
ア
ル


